農地転用申請における確約書

令和　　　年　　　月　　　日付で許可申請いたしました、高森町　　　　　　　　

番の土地について、農地法第　　　条１項の規定による農地転用を行うにあたり、下記の事項について確認の上、申請書記載のとおり事業を実施し、完成することを確約します。

記（確認事項）

１、農地転用許可に、申請者の事由に係る取消し制度がないこと。

２　地方税法における評価基準に基づき、事業の実施・未実施を問わず、農地転用許可と同時に高森町の固定資産税課税地目が申請内容に応じて変更されることを認識すること。また上記１により、転用許可を得た土地は、事業未実施で現況が農地の場合でも、課税地目を農地に戻せないこと。

３　農地転用は、課税や都市計画等に影響を及ぼすことを認識し、当該申請に係る個人情報について、高森町農業委員会又は長野県知事が、次の目的のため以下の行政機関に提供することに同意すること。

　　１、高森町長　　ア　固定資産税の課税

　　　　　　　　　　イ　都市計画法、景観法、その他土地利用に関する法令の規制に関する指導

　　　　　　　　　　ウ　その他当該申請に係る施設を所管する法令の規制に関する指導

　　２、高森町教育委員会　　埋蔵文化財保護に関する指導

３、長野県知事　ア　土地利用に関する法令の規制に関する指導

　　　　　　　　　　イ　その他当該申請に係る施設を所管する法令の規制に関する指導

高森町農業委員会長　様

令和　　　年　　　月　　　日　　

（譲渡人・賃貸人）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（譲受人・賃借人）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

